
 

○
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
案
（
新
旧
対
照
表
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
卑
わ
い
な
行
為
の
禁
止
） 

（
卑
わ
い
な
行
為
の
禁
止
） 

第
三
条 
何
人
も
、
公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
お
け
る
他
人
に
対
し
、
み
だ
り
に
、

著
し
く
羞
恥
又
は
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な

ら
な
い
。 

第
三
条 

何
人
も
、
公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
お
け
る
他
人
に
対
し
、
み
だ
り
に
、

著
し
く
羞

し
ゆ
う

恥
又
は
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な

ら
な
い
。 

一 

衣
服
そ
の
他
の
身
に
着
け
る
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
衣
服
等
」
と
い
う
。
）

の
上
か
ら
、
又
は
直
接
他
人
の
身
体
に
触
れ
る
こ
と
。 

一 

着
衣
等
の
上
か
ら
、
又
は
直
接
他
人
の
身
体
に
触
れ
る
こ
と
。 

二 

通
常
衣
服
等
で
覆
わ
れ
て
い
る
他
人
の
身
体
又
は
下
着
を
の
ぞ
き
見
し
、
又
は
撮

影
す
る
こ
と
。 

二 

着
衣
等
で
覆
わ
れ
て
い
る
他
人
の
身
体
又
は
下
着
を
の
ぞ
き
見
し
、
又
は
撮
影
す

る
こ
と
。 

三 

写
真
機
等
を
使
用
し
て
衣
服
等
を
透
か
し
て
他
人
の
身
体
を
見
る
方
法
に
よ
り
、

裸
体
若
し
く
は
下
着
の
映
像
を
見
、
又
は
裸
体
若
し
く
は
下
着
を
撮
影
す
る
こ
と
。 

 

四 

前
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
目
的
で
、
写
真
機
等
を
向
け
、
又
は
設
置
す
る
こ

と
。 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
卑
わ
い
な
言
動
を
す
る
こ
と
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
卑
わ
い
な
言
動
を
す
る
こ
と
。 

２ 

何
人
も
、
学
校
、
事
務
所
、
タ
ク
シ
ー
そ
の
他
の
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
利
用
し
、

又
は
出
入
り
す
る
場
所
又
は
乗
物
（
公
共
の
場
所
、
公
共
の
乗
物
及
び
次
項
に
規
定
す

る
場
所
を
除
く
。
）
に
お
け
る
他
人
に
対
し
、
み
だ
り
に
、
著
し
く
羞
恥
又
は
不
安
を

覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な

い
。 

２ 

何
人
も
、
公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
お
け
る
他
人
に
対
し
、
写
真
機
等
を
使

用
し
て
着
衣
等
を
透
か
し
て
他
人
の
身
体
を
見
る
方
法
に
よ
り
、
み
だ
り
に
、
裸
体
若

し
く
は
下
着
の
映
像
を
見
、
又
は
裸
体
若
し
く
は
下
着
を
撮
影
し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

何
人
も
、
住
居
、
浴
場
、
更
衣
室
、
便
所
そ
の
他
の
人
が
通
常
衣
服
等
の
全
部
又
は

一
部
を
着
け
な
い
で
い
る
よ
う
な
場
所
（
公
共
の
場
所
及
び
公
共
の
乗
物
を
除
く
。
）

に
お
け
る
他
人
に
対
し
、
み
だ
り
に
、
著
し
く
羞
恥
又
は
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


